











業務仕様書



総務部デジタル戦略課



１　目的
　真岡市が現状抱えている課題を解決し、「業務効率化」「運用負担軽減」「セキュリティ確保」を両立するとともに、生成AI等の新たなデジタル技術の活用も見据え、職員の多様な働き方および市民サービスの向上に資する次期ネットワークおよび業務基盤のあり方を検討するために構築するものである。
　本仕様書において、本業務に必要な事項を定める。

２　システム構築予定期間
　本業務は、①調査・設計業務と②調達・構築業務に分かれる。調査・設計業務は、契約の日から2027年9月30 日までとする。詳細設計完了後、調達・構築業務の契約を締結する。調達・構築業務は、契約の日から2028年２月28日までとする。ただし、履行期間内に業務を完了することができない正当な理由があるときは、その理由を明示した書面の提出により、履行期間の延長変更を請求することができるものとする。
現時点で想定しているスケジュールは下図のとおり
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３　システム運用期間
　2027年9月から2032年8月31日までを予定している。運用期間中安定して稼働できるシステムを構築すること。

４　構築条件
（１）構築場所
　栃木県真岡市荒町5191番地・真岡市石島893-15　真岡市役所及び二宮支所
（２）構築すべきシステムの概要
　別紙「基本仕様書」及び「調達機器一覧」に基づく
（３）業務の範囲
　本業務の対象は、新庁舎の１～５階に整備するシステム及び二宮支所のネットワーク構築に必要な調査・設計、及び機器の調達・設定とする。詳細な業務範囲は、別紙「基本仕様書」及び「調達機器一覧」を参照のこと。
以下については本業務対象外とする。
外部（インターネット、LGWAN等）と接続するための通信回線整備。
５　委託する業務内容
　受託者は、本仕様書、基本仕様書及び調達仕様書に基づいて実施するシステム構築にかかる以下の業務を行うこと。
○調査・設計業務
・システム構築に必要な現況確認及びヒアリング。
・システム構築に必要な各種文書の作成
・システム構築に必要な詳細設計及びコンサルティング
・他システム移設のための調整。
○調達・構築業務
・システム構築に必要な機器、機材等の調達。
・システム構築に必要な機器等の設置、設定作業、動作確認、運用テスト、総合テスト。
・構築したシステムの運用に必要な各種文書の作成及び運用要員に対する研修の実施。
○運用・保守業務（対象外）
・問い合わせ、技術サポート等の対応窓口
・ソフトウェア及びハードウェアの保守
・インシデント発生時の対応支援
・その他システム安定稼働のために必要と認められるサポート等
※運用・保守業務については本プロポーザルの範囲外であるが、本業務完了後に構築事業者と別途契約を締結する予定である。

６　その他
（1） 管理責任者の配置
　システム構築にかかる管理責任者を定め、業務の全般にわたり業務管理を行うこと。
（2） 秘密の保持
　受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。業務終了後も同様とする。
（3） 損害賠償
　受託者が業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
（4） 疑義
　本仕様書及び特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市と受託者が協議して定める。また、システムの円滑な構築・運用を図るため、協議後は記録簿を作成し、相互に確認することとする。
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